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１．巡回バス運行形態の見直し 

1.1 路線バス乗り継ぎ者に対する料金割引 

(1)対象の利用者、バス系統、時間帯 

項 目 内 容 理 由 

利用者 ○65 歳以上の高齢者 

○学生（小・中・高） 

○利用目的は通院目的が多く、高齢 

者の利用が多いため 

○高校生の就学先は、隣接する茂原 

市、大多喜町以外で、千葉市東京 

都が各 10％を占めているが、 町内 

には鉄道駅がなく、自宅から鉄道 

駅までの交通手段が必要のため 

バス系統 ○茂原駅～長南車庫間を通行す 

る系統 

●小湊鉄道の茂 28、茂 35、茂 

29 系統 

●ＨＭＣ東京の 76と 77 系統 

○茂原駅及び、その周辺の病院への 

アクセス向上のため 

時間帯割引金額 ○巡回バスが運行している時間 

帯（長南車庫 7:20 発～17:08 

発まで） 

○巡回バスと路線バスの乗り継ぎ 

利用者増加のため 

(2)料金の割引方法 

項 目 内 容 

割引金額 ○路線バス・巡回バスとも通常料金を半額 

割引方法 ○巡回バス⇒路線バスを利用時 

●路線バス利用する旨を運転手に伝え、巡回バスの料金の半額を支 

払い、路線バスの半額券を受け取る 

●路線バス降車時に、運転手に半額券を渡し、料金は通常の半額を 

支払う 

※巡回バス⇒路線バスも同様 

対象の利用者確 

認方法 

○学生（小・中・高）：降車時に生徒手帳を提示 

○65 歳以上の高齢者： 降車時に健康保険証等の年齢を確認できるもの 

を提示 ※ 

※公共交通の利用を促進するため、運転免許の返納により優待証の発行を行うことも考え 

られる（千葉県では鴨川市において、平成 23年 7月 1 日より実施）
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1.2 乗り継ぎ利便性向上のための巡回バスの運行ダイヤ改正 

朝の行動（自宅から出発） 

長南町 巡回バス 巡回バス停に到着 路線バス 茂原市街 

（自宅） 路線バス停から出発 （駅・病院等） 

午後の行動（自宅へ帰宅） 

茂原市街 路線バス 路線バス停に到着 巡回バス 長南町 

（駅・病院等） 巡回バス停から出発 （自宅） 

路線バスを待たずに乗車できるよう、巡回バスの到着時刻を改正 

巡回バスを待たずに乗車できるよう、巡回バスの出発時刻を改正
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(1) 対象となる巡回バスのバス停 

複数の路線バスの系統と巡回バスのすべてのコースの起終点である長南営業所バス 

停とする。 

(2) 対象となる路線バスのダイヤ 

下表に示す路線バスのダイヤについて、巡回バスとの乗継ぎの利便性を向上する。 

■朝の行動（自宅から出発） 

方向 時刻 到着地 

長南営業所から出発 7:55 8:25 9:25 茂原駅 

■午後の行動（自宅へ帰宅） 

方向 時刻 出発地 

長南営業所へ到着 15:25 16:55 茂原駅 

(3) 巡回バスのダイヤの改正案 

路線バスとの乗継ぎの利便性を向上するため、下表に示すように、巡回バスのダイ 

ヤを変更する。 

■朝の行動（自宅から出発） 

路線バスが出発する前に、 巡回バスが長南営業所に到着し、 乗り継ぎを可能にする。 

巡回バス 

長南営業所への到着時刻 
対象コース 

現状 改正案 

路線バスが 

長南営業所から 

出発する時刻 

東コース 7:55 7:35 

西コース 7:55 7:35 
7:55 

坂本豊栄コース 8:45 8:20 

長南蔵持コース 8:42 8:12 
8:25 

東コース 9:25 9:15 9:25 

■午後の行動（自宅へ帰宅） 

巡回バス 

長南営業所からの到着時刻 

路線バスが 

長南営業所に 

到着する時刻 対象コース 
現状 改正案 

15:25 西コース 15:35 15:35（変更なし） 

16:55 西コース 17:08 17:08（変更なし） 

※その他のコースの午後の時間帯は、新たな公共交通サービスの導入のため対象外と 

する。
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巡回バス運行ダイヤ改正案 

現状 改正案 
長 南 車 庫 発 7:20 7:00 
役 場 前 7:21 7:01 
中 原 7:27 7:07 
下 小 野 田 7:28 7:08 
上 小 野 田 7:29 7:09 
小 生 田 （ 中 和 ） 7:30 7:10 
佐 貫 入 口 7:32 7:12 
Ｎ Ｔ Ｔ 交 換 機 前 7:33 7:13 
西 湖 7:35 7:15 
久 原 7:37 7:17 
永 井 7:39 7:19 
大 下 青 年 館 前 7:42 7:22 
ライスセンター前 7:43 7:23 
農 業 セ ン タ ー 前 7:44 7:24 
光 の 家 前 7:46 7:26 
大 井 7:48 7:28 
葛 田 7:49 7:29 
根 方 7:51 7:31 
報 恩 寺 7:52 7:32 
子 の 神 団 地 前 7:53 7:33 
役 場 前 7:55 7:35 
長 南 車 庫 着 7:55 7:35 
長 南 車 庫 発 8:05 7:40 
役 場 前 8:06 7:41 
長 南 郵 便 局 前 8:07 7:42 
長 南 小 学 校 前 8:08 7:43 
消 防 署 前 8:11 7:46 
千 田 8:12 7:47 
又 富 8:14 7:49 
棚 毛 8:15 7:50 
今 泉 8:19 7:54 
岩 川 団 地 入 口 8:20 7:55 
岩 川 集 会 所 前 8:21 7:56 
本 台 入 口 8:22 7:57 
本 台 8:23 7:58 
農 協 車 庫 前 8:26 8:01 
小 金 入 口 8:28 8:03 
大 橋 前 8:29 8:04 
利 根 里 8:30 8:05 
役 場 前 8:35 8:10 
長 南 郵 便 局 前 8:38 8:13 
長 南 小 学 校 前 8:39 8:14 
長 南 車 庫 着 8:45 8:20 

東
コ ー

 

ス

坂
本 
・ 
豊
栄
コ ー

 

ス 

停留所名 

東コース 

現状 7:55 ⇒ 改正案 7:35 到着 

坂本コース 

現状 8:45 ⇒ 改正案 8:20 到着 

西コース 

現状 7:55 ⇒ 改正案 7:35 到着 

長南蔵持コース 

現状 8:42 ⇒ 改正案 8:12 到着 

現状 改正案 
長 南 車 庫 発 7:20 7:00 
役 場 前 7:20 7:00 
茗 荷 沢 農 協 前 7:23 7:03 
中 之 台 7:24 7:04 
小 沢 青 年 館 前 7:27 7:07 
口 呂 7:28 7:08 
茗 荷 沢 十 字 路 7:30 7:10 
岩 撫 7:32 7:12 
水沼消防機庫前 7:34 7:14 
山 内 青 年 館 前 7:36 7:16 
三 川 7:38 7:18 
堀 田 7:40 7:20 
埴 生 沢 新 田 7:41 7:21 
埴生沢新田入口 7:42 7:22 
市 野 々 下 7:44 7:24 
佐 坪 熊 野 7:47 7:27 
西 小 学 校 前 7:50 7:30 
役 場 前 7:55 7:35 
長 南 車 庫 着 7:55 7:35 
長 南 車 庫 発 8:10 7:40 
役 場 前 8:10 7:40 
長 南 郵 便 局 前 8:12 7:42 
長 南 小 学 校 前 8:13 7:43 
蔵 持 青 年 館 前 8:16 7:46 
熊 野 神 社 下 8:19 7:49 
内 田 川 8:22 7:52 
ユ ー ト ピ ア 笠 森 8:24 7:54 
内 田 川 8:26 7:56 
熊 野 神 社 下 8:28 7:58 
深 沢 切 割 8:31 8:01 
深 沢 交 差 点 8:32 8:02 
笠 森 8:33 8:03 
笠 森 霊 園 8:34 8:04 
蔵 持 青 年 館 前 8:37 8:07 
長 南 小 学 校 前 8:39 8:09 
長 南 郵 便 局 前 8:40 8:10 
役 場 前 8:42 8:12 
長 南 車 庫 着 8:42 8:12 

長
南 
・ 
蔵
持 
コ ー

 

ス 

停留所名 

西 
コ ー

 

ス



5 

現状 改正案 
長 南 車 庫 発 8:50 8:40 
役 場 前 8:51 8:41 
中 原 8:57 8:47 
下 小 野 田 8:58 8:48 
上 小 野 田 8:59 8:49 
小 生 田 （ 中 和 ） 9:00 8:50 
佐 貫 入 口 9:02 8:52 
Ｎ Ｔ Ｔ 交 換 機 前 9:03 8:53 
西 湖 9:05 8:55 
久 原 9:07 8:57 
永 井 9:09 8:59 
大 下 青 年 館 前 9:12 9:02 
ライスセンター前 9:13 9:03 
農 業 セ ン タ ー 前 9:14 9:04 
光 の 家 前 9:16 9:06 
大 井 9:18 9:08 
葛 田 9:19 9:09 
根 方 9:21 9:11 
報 恩 寺 9:22 9:12 
子 の 神 団 地 前 9:23 9:13 
役 場 前 9:25 9:15 
長 南 車 庫 着 9:25 9:15 
長 南 車 庫 発 9:35 9:25 
役 場 前 9:36 9:26 
長 南 郵 便 局 前 9:37 9:27 
長 南 小 学 校 前 9:38 9:28 
消 防 署 前 9:41 9:31 
千 田 9:42 9:32 
又 富 9:44 9:34 
棚 毛 9:45 9:35 
今 泉 9:49 9:39 
岩 川 団 地 入 口 9:50 9:40 
岩 川 集 会 所 前 9:51 9:41 
本 台 入 口 9:52 9:42 
本 台 9:53 9:43 
農 協 車 庫 前 9:56 9:46 
小 金 入 口 9:58 9:48 
大 橋 前 9:59 9:49 
利 根 里 10:00 9:50 
役 場 前 10:05 9:55 
長 南 郵 便 局 前 10:08 9:58 
長 南 小 学 校 前 10:09 9:59 
長 南 車 庫 着 10:15 10:05 

停留所名 

東
コ ー

 

ス

坂
本 
・ 
豊
栄
コ ー

 

ス 

東コース 

現状 9:25 ⇒ 改正案 9:15 到着
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1.3 巡回バスの運行本数の削減 

(1) 対象となる巡回バス路線 

午後の時間帯の利用者数が少ない東コース、坂本コース、長南・蔵持コースとする。 

西コースは、午後の時間帯も利用者数が他の路線よりも多いため対象外とする。 

東コース 西コース 

坂本コース 長南・蔵持コース 

図 年間平均の時間帯別の利用者数 

期間：平成 22 年 9 月～平成 23 年 8 月 

(2) 対象時間帯 

午後の時間帯のダイヤとする。対象となる長南営業所の出発時刻を下表に示す。 

コース 長南営業所の出発時刻 

東コース 14：30 16：20 

坂本コース 13：50 15：40 

長南・蔵持コース 14：50 16：15 

16 
73 

54 18 15 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

7:20 8:50 12:20 14:30 16:20 

人
／

月
 

<年間平均値> 

18 17 19 
7 6 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

8:05 9:35 11:30 13:50 15:40 

人
／
月
 

<年間平均値> 

157 

67 

87 

60 67 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

7:25 8:50 12:10 15:30 16:55 
人
／
月
 

<年間平均値> 

27 22 29 9 5 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

8:10 9:35 11:30 14:50 16:15 

人
／
月
 

<年間平均値>
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1.4 通学の帰宅時間を考慮したダイヤ改正 

(1) 対象の巡回バス路線 

通学の利用が多い西コースとする。それ以外のコースは、通学利用が少ないため対 

象外とする。 

東コース 西コース 

坂本コース 長南・蔵持コース 

図 年間平均の児童・大人別の時間帯別の利用者数 

期間：平成 22 年 9 月～平成 23 年 8 月 

(2) 対象となる時間帯 

午後の時間帯とし、現況の本数は 2 便であるが、学校の終了時間に合わせ、運行本数 

を増加する。運行頻度は、15 時～17 時台に、現況の所要時間（35 分）を考慮し、概ね 

40 分に 1 本の頻度で運行する。 

■西コースの運行本数の改正案 

分類 長南営業所の出発時刻 

現況 15：35 17：08 

改良案 14：55 15：35 16：15 17：08 

<年間平均値> 

0 0 0 0 0 

73 
54 15 18 16 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

7:20 8:50 12:20 14:30 16:20 

人
／
月
 

<年間平均値> 

120 

0 

44 51 

37 

67 
86 

16 

1 

16 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

7:25 8:50 12:10 15:30 16:55 

人
／
月
 

<年間平均値> 

0 0 0 0 0 

19 
6 7 

17 18 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

8:05 9:35 11:30 13:50 15:40 

人
／

月
 

<年間平均値> 

0 0 0 0 1 

29 27 22 5 9 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

8:10 9:35 11:30 14:50 16:15 

人
／

月
 

：児童 ：大人 

凡　　例
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「巡回バスの運行本数の削減」と「通学の帰宅時間を考慮したダイヤ改正」を踏まえた 

コース別の運行ダイヤを示すと下記のようになる。 

■東コース・坂本コースの運行ダイヤ改正案 

「－」：運行しない 

現状 改正案 現状 改正案 
長 南 車 庫 発 14:30 － 16:20 － 
役 場 前 14:31 － 16:21 － 
子 の 神 団 地 前 14:33 － 16:23 － 
報 恩 寺 14:34 － 16:24 － 
根 方 14:35 － 16:25 － 
葛 田 14:37 － 16:27 － 
大 井 14:38 － 16:28 － 
光 の 家 前 14:40 － 16:30 － 
農 業 セ ン タ ー 前 14:42 － 16:32 － 
ライス セ ン タ ー前 14:43 － 16:33 － 
大 下 青 年 館 前 14:44 － 16:34 － 
永 井 14:47 － 16:37 － 
久 原 14:49 － 16:39 － 
西 湖 14:51 － 16:41 － 
Ｎ Ｔ Ｔ 交 換 機 前 14:53 － 16:43 － 
佐 貫 入 口 14:54 － 16:44 － 
小 生 田 （ 中 和 ） 14:56 － 16:46 － 
上 小 野 田 14:57 － 16:47 － 
下 小 野 田 14:58 － 16:48 － 
中 原 14:59 － 16:49 － 
役 場 前 15:05 － 16:55 － 
長 南 車 庫 着 15:05 － 16:55 － 
長 南 車 庫 発 13:50 － 15:40 － 
役 場 前 13:51 － 15:41 － 
利 根 里 13:56 － 15:46 － 
大 橋 前 13:57 － 15:47 － 
小 金 入 口 13:58 － 15:48 － 
農 協 車 庫 前 14:00 － 15:50 － 
本 台 14:03 － 15:53 － 
本 台 入 口 14:04 － 15:54 － 
岩 川 集 会 所 前 14:05 － 15:55 － 
岩 川 団 地 入 口 14:06 － 15:56 － 
今 泉 14:07 － 15:57 － 
棚 毛 14:11 － 16:01 － 
又 富 14:12 － 16:02 － 
千 田 14:14 － 16:04 － 
消 防 署 前 14:15 － 16:05 － 
長 南 小 学 校 前 14:19 － 16:09 － 
長 南 郵 便 局 前 14:20 － 16:10 － 
役 場 前 14:21 － 16:11 － 
長 南 車 庫 着 14:22 － 16:12 － 

午後2便目 

坂
本 
・ 
豊
栄 
コ 

ー
 

ス 

東 
コ 

ー
 

ス 

停留所名 
午後1便目
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■西コース、長南・蔵持コースの運行ダイヤ改正案 

「－」：運行しない 

車両は現況と同様 1台で運行 

現状 改正案 現状 改正案 
長 南 車 庫 発 14:55 15:35 15:35 16:15 17:08 17:08 
役 場 前 14:55 15:35 15:35 16:15 17:08 17:08 
西 小 学 校 前 15:00 15:40 15:40 16:20 17:13 17:13 
佐 坪 熊 野 15:03 15:43 15:43 16:23 17:16 17:16 
市 野 々 下 15:06 15:46 15:46 16:26 17:19 17:19 
埴生沢新田 入口 15:07 15:47 15:47 16:27 17:20 17:20 
埴 生 沢 新 田 15:09 15:49 15:49 16:29 17:22 17:22 
堀 田 15:10 15:50 15:50 16:30 17:23 17:23 
三 川 15:11 15:51 15:51 16:31 17:24 17:24 
山 内 青 年 館 前 15:14 15:54 15:54 16:34 17:27 17:27 
水沼消防機 庫前 15:16 15:56 15:56 16:36 17:29 17:29 
岩 撫 15:18 15:58 15:58 16:38 17:31 17:31 
茗 荷 沢 十 字 路 15:20 16:00 16:00 16:40 17:33 17:33 
茗 荷 沢 農 協 前 15:21 16:01 16:01 16:41 17:34 17:34 
中 之 台 15:22 16:02 16:02 16:42 17:35 17:35 
小 沢 青 年 館 前 15:25 16:05 16:05 16:45 17:38 17:38 
口 呂 15:26 16:06 16:06 16:46 17:39 17:39 
役 場 前 15:30 16:10 16:10 16:50 17:43 17:43 
長 南 車 庫 着 15:30 16:10 16:10 16:50 17:43 17:43 
長 南 車 庫 発 － 14:50 － － 16:15 － 
役 場 前 － 14:50 － － 16:15 － 
長 南 郵 便 局 前 － 14:52 － － 16:17 － 
長 南 小 学 校 前 － 14:53 － － 16:18 － 
蔵 持 青 年 館 前 － 14:55 － － 16:20 － 
深 沢 切 割 － 14:57 － － 16:22 － 
深 沢 交 差 点 － 14:58 － － 16:23 － 
笠 森 － 15:00 － － 16:25 － 
笠 森 霊 園 － 15:01 － － 16:26 － 
熊 野 神 社 下 － 15:07 － － 16:32 － 
内 田 川 － 15:09 － － 16:34 － 
ユ ー ト ピ ア 笠 森 － 15:11 － － 16:36 － 
内 田 川 － 15:13 － － 16:38 － 
熊 野 神 社 下 － 15:15 － － 16:40 － 
蔵 持 青 年 館 前 － 15:17 － － 16:42 － 
長 南 小 学 校 前 － 15:19 － － 16:44 － 
長 南 郵 便 局 前 － 15:20 － － 16:45 － 
役 場 前 － 15:22 － － 16:47 － 
長 南 車 庫 着 － 15:22 － － 16:47 － 

西 
コ ー

 

ス

長
南 
・ 
蔵
持 
コ ー

 

ス 

停留所名 
追加 
1便目 

追加 
2便目 

午後1便目 午後2便目
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1.5 運行形態見直しのまとめ 

巡回バス運行形態の見直し内容を整理すると、下表のようになる。 

表 1-5-1 運行形態見直しのまとめ 

現況 見直し後 

運行ルート数 4 ルート 
午前 4 ルート 

午後 1 ルート（西コース） 

料金 100 円 

100 円 

ただし、路線バスと乗り継ぐ場合 

は 50 円 

運行本数 
各ルート 5便 

（午前 3 便、午後 2便） 

西コース 7便 

（午前 3 便、午後 4便） 

※児童の帰宅時間を考慮 

西コース以外 3 便 

（午前 3 便） 

車両台数 2 台 
午前 2 台 

午後 1 台（西コースのみ） 

朝自宅外出時の 

路線バスへの 

乗り継ぎの容易性 

難しい 
容易 

長南車庫への到着時刻を変更 

※見直し後の運行ダイヤを次頁に示す。



11 

■見直し後の運行ダイヤ（１） 

東コース、坂本・豊栄コース （午前の 3 便のみ運行） 

長 南 車 庫 発 7:00 8:40 12:20 
役 場 前 7:01 8:41 12:21 
中 原 7:07 8:47 12:27 
下 小 野 田 7:08 8:48 12:28 
上 小 野 田 7:09 8:49 12:29 
小 生 田 （ 中 和 ） 7:10 8:50 12:30 
佐 貫 入 口 7:12 8:52 12:32 
Ｎ Ｔ Ｔ 交 換 機 前 7:13 8:53 12:33 
西 湖 7:15 8:55 12:35 
久 原 7:17 8:57 12:37 
永 井 7:19 8:59 12:39 
大 下 青 年 館 前 7:22 9:02 12:42 
ライスセンター前 7:23 9:03 12:43 
農 業 セ ン タ ー 前 7:24 9:04 12:44 
光 の 家 前 7:26 9:06 12:46 
大 井 7:28 9:08 12:48 
葛 田 7:29 9:09 12:49 
根 方 7:31 9:11 12:51 
報 恩 寺 7:32 9:12 12:52 
子 の 神 団 地 前 7:33 9:13 12:53 
役 場 前 7:35 9:15 12:55 
長 南 車 庫 着 7:35 9:15 12:55 
長 南 車 庫 発 7:40 9:25 11:30 
役 場 前 7:41 9:26 11:31 
長 南 郵 便 局 前 7:42 9:27 11:32 
長 南 小 学 校 前 7:43 9:28 11:33 
消 防 署 前 7:46 9:31 11:36 
千 田 7:47 9:32 11:37 
又 富 7:49 9:34 11:39 
棚 毛 7:50 9:35 11:40 
今 泉 7:54 9:39 11:44 
岩 川 団 地 入 口 7:55 9:40 11:45 
岩 川 集 会 所 前 7:56 9:41 11:46 
本 台 入 口 7:57 9:42 11:47 
本 台 7:58 9:43 11:48 
農 協 車 庫 前 8:01 9:46 11:51 
小 金 入 口 8:03 9:48 11:53 
大 橋 前 8:04 9:49 11:54 
利 根 里 8:05 9:50 11:55 
役 場 前 8:10 9:55 12:00 
長 南 郵 便 局 前 8:13 9:58 12:03 
長 南 小 学 校 前 8:14 9:59 12:04 
長 南 車 庫 着 8:20 10:05 12:10 

東
コ ー

 

ス

坂
本 
・ 
豊
栄
コ ー

 

ス 

停留所名（午前）
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■見直し後の運行ダイヤ（２） 

西コース （午前 3 便、午後 4便運行） 

長南・蔵持コース（午前の 3便のみ運行） 

長 南 車 庫 発 7:00 8:45 12:05 長 南 車 庫 発 14:55 15:35 16:15 17:08 
役 場 前 7:00 8:45 12:05 役 場 前 14:55 15:35 16:15 17:08 
茗 荷 沢 農 協 前 7:03 8:48 12:08 西 小 学 校 前 15:00 15:40 16:20 17:13 
中 之 台 7:04 8:49 12:09 佐 坪 熊 野 15:03 15:43 16:23 17:16 
小 沢 青 年 館 前 7:07 8:52 12:12 市 野 々 下 15:06 15:46 16:26 17:19 
口 呂 7:08 8:53 12:13 埴生沢新田入口 15:07 15:47 16:27 17:20 
茗 荷 沢 十 字 路 7:10 8:55 12:15 埴 生 沢 新 田 15:09 15:49 16:29 17:22 
岩 撫 7:12 8:57 12:17 堀 田 15:10 15:50 16:30 17:23 
水沼消防機庫前 7:14 8:59 12:19 三 川 15:11 15:51 16:31 17:24 
山 内 青 年 館 前 7:16 9:01 12:21 山 内 青 年 館 前 15:14 15:54 16:34 17:27 
三 川 7:18 9:03 12:23 水沼消防機庫前 15:16 15:56 16:36 17:29 
堀 田 7:20 9:05 12:25 岩 撫 15:18 15:58 16:38 17:31 
埴 生 沢 新 田 7:21 9:06 12:26 茗 荷 沢 十 字 路 15:20 16:00 16:40 17:33 
埴生沢新田入口 7:22 9:07 12:27 茗 荷 沢 農 協 前 15:21 16:01 16:41 17:34 
市 野 々 下 7:24 9:09 12:29 中 之 台 15:22 16:02 16:42 17:35 
佐 坪 熊 野 7:27 9:12 12:32 小 沢 青 年 館 前 15:25 16:05 16:45 17:38 
西 小 学 校 前 7:30 9:15 12:35 口 呂 15:26 16:06 16:46 17:39 
役 場 前 7:35 9:20 12:40 役 場 前 15:30 16:10 16:50 17:43 
長 南 車 庫 着 7:35 9:20 12:40 長 南 車 庫 着 15:30 16:10 16:50 17:43 
長 南 車 庫 発 7:40 9:35 11:30 
役 場 前 7:40 9:35 11:30 
長 南 郵 便 局 前 7:42 9:37 11:32 
長 南 小 学 校 前 7:43 9:38 11:33 
蔵 持 青 年 館 前 7:46 9:41 11:26 
熊 野 神 社 下 7:49 9:44 11:29 
内 田 川 7:52 9:47 11:42 
ユ ー ト ピ ア 笠 森 7:54 9:49 11:44 
内 田 川 7:56 9:51 11:46 
熊 野 神 社 下 7:58 9:53 11:48 
深 沢 切 割 8:01 9:56 11:51 
深 沢 交 差 点 8:02 9:57 11:52 
笠 森 8:03 9:58 11:53 
笠 森 霊 園 8:04 9:59 11:54 
蔵 持 青 年 館 前 8:07 10:02 11:57 
長 南 小 学 校 前 8:09 10:04 11:59 
長 南 郵 便 局 前 8:10 10:05 12:00 
役 場 前 8:12 10:07 12:02 
長 南 車 庫 着 8:12 10:07 12:02 

長
南 
・ 
蔵
持 
コ ー

 

ス 

西 
コ ー

 

ス 

停留所名（午前） 停留所名（午後）
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２．デマンド交通の導入 

2.1 デマンド交通導入の検討の背景 

巡回バスは、路線バスの通行していない交通不便地域をカバーするように運行経路が 

設定されている。しかし、下表に示すように、コース（地域）、時間帯、日別、年齢で需 

要の格差が生じており、現況の巡回バスのサービスの内容が、適正でない状況にある。 

表 2-1-1 巡回バス利用需要の特性のコース別実態 

巡回バス利用需要の特性 コース別実態 

① コース（地域）により需要の格差が 

あること 

○ 西コースが多いが、他のコースは少ない。 

（東、坂本・豊栄、長南・蔵持コース） 

② 時間帯別の需要に格差があること ○ 利用者数の少ない東、坂本・豊栄、長南・ 

蔵持コースでは、午前の方が午後に比べて 

多い。 

③ 利用者数の少ないコースでも曜日 

別の需要に格差があること 

○ 東コースは水曜と金曜が多い 

○ 坂本コースは水曜が多い 

○ 長南・蔵持コースは水曜が多い 

※路線別曜日別の利用者数は次頁に示す。 

④ 年齢別の需要に格差があること ○ 西コースは、他コースに比べると、利用者 

が多いが、その半数は児童である。児童を 

除いた大人の利用者は、東コースより若干 

多い人数である。 

このような需要の格差を踏まえると、移動したい時間及び場所に運行していて、複数人 

数の移動が可能な交通手段の確保が望まれるため、デマンド交通の導入を検討することと 

している。 

図 2-1-1 デマンド交通の導入のイメージ



14 

図 2-1-2 年間平均の曜日別利用者数 

期間：平成 22 年 9 月～平成 23 年 8 月 
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2.2 デマンド交通の運行形態（案） 

巡回バスの利用者が少ない午後の時間帯は、デマンド交通の導入を検討する。現状に 

おける巡回バスの利用実態及び公共交通における課題を踏まえ、デマンド交通の運行形 

態の案を示すと下記のようになる。なお、デマンド交通の運行形態については、実証実 

験を実施し、その結果を踏まえ、導入に向けての考え方を検討することとする。 

表 2-2-1 デマンド交通の運行形態（案） 

項目 運行形態（案） 補足事項 

1 運営主体 町が運営主体 巡回バス同様、町が委託事業として運営 

2 運行方式 ドア・ツー・ドア 移動の難しい高齢者に配慮 

3 車両 
ジャンボタクシー 

（10 人乗り） 
大人数の場合、車椅子利用者に配慮 

4 運行地域 長南町全域と茂原駅 
長南町には鉄道駅がなく、 公共交通として鉄道を利 

用する際には、茂原駅まで移動することが必要 

5 対象者 
長南町在住の 

65 歳以上の高齢者 
巡回バスと同様、福祉目的での運行する 

6 利用者登録 事前登録なし 乗車時に健康保険証を提示 

7 運行曜日 月から金の平日 巡回バスと同様 

8 運行時間帯 13 時～18 時 
東コース、坂本コース、長南・蔵持コースの運行し 

ていない時間帯 

9 車両台数 ※ 3 台 
①町内全域を運行する車両：１台 

②長南町～茂原駅間を運行する車両：2 台 

10 運行ダイヤ ※ 1 時間に 1 本 

①1 台で 1 時間毎に稼働 

②茂原駅までの移動の考慮し、2 時間毎に稼働 

１号車：13時台、15時、17時台 

２号車：14時台、16時台 

11 運賃形態 
有償として 

エリアによって変更 

①100 円 （現況の巡回バスと同料金） 

②450 円 （路線バス茂原駅～長南車庫と同料金） 

12 予約制限 当日の 1 時間前まで 

予約のない場合には、車両は長南町内で待機し、予 

約が生じた場合には、その場所まで移動する。時間 

の長さは、茂原駅までの移動を考慮している。 

13 
オペレータ 

の雇用形態 
町での雇用 土地勘のある人員の確保が必要 

14 運行事業者 タクシー事業者 町に営業所のある会社（2 社）が運行 

※埼玉県鳩山町において、町内便と町内と病院を結ぶ路線を分けて運行しており、その内 

容を参考事例とする。
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4.対策案の比較検証 

路線バスとの乗り継ぎの容易性及び、需要の質に対するサービスの適正さを重視すると、運行経費の面では、他案に比べて劣るが、案３（巡回バスの運行サービス見直しとデマンド交通の両方を行った場合）が、最良な案と考えられる。 

案１ 

巡回バスの運行サービス見直しのみを実施した場合 

案２ 

巡回バスを廃止し、デマンド交通の導入を行った場合 

案３ 

巡回バスの運行サービス見直しとデマンド交通の両方を行った場合 

時間帯 7：00（出発）～17：43（到着）【いずれも長南営業所】 9：00～16：00 
巡回バス：7：00（出発）～17：43（到着）【いずれも長南営業所】 

デマンド交通：9：00～16：00 

運行地域 
午前：長南町全地域（現況と同じ4ルート） 

午後：西コースのみ（その他のルートは運行せず） 
長南町全域 

巡回バス 午前：長南町全地域（現況と同じ4ルート） 

午後：西コースのみ（その他のルートは運行せず） 

デマンド交通：長南町全域 

運行間隔 

（本数） 

午前：3便（4ルート） 

午後：4便（西コースのみ） 
指定なし（利用の前日までに予約） 

巡回バス 午前：3便（4ルート） 午後：4便（西コースのみ） 

デマンド交通 指定なし（利用の前日までに予約） 

料金 100円 500円 
巡回バス 100円 

デマンド交通 500円 

サ
ー

ビ
ス

状
況

 

利用 

対象者 
特に指定なし（町民及び町外住民も利用可能） 長南町在住の65歳以上の高齢者及び身障者（事前登録必要） 

巡回バス 特に指定なし（町民及び町外住民も利用可能） 

デマンド交通 長南町在住の65歳以上の高齢者及び身障者 

（事前登録必要） 

小学生 
● 西コースでは、小学生の利用が多く、帰宅時も本数が増える 

ため利便性が高くなる。 

● 巡回バスを利用して遠距離通学している小学生は、徒歩での移 

動が必要になり、通学時間が長くなる。 
● 西コースでは、小学生の利用が多く、帰宅時も本数が増えるため利便性が高くなる。 

成人 

● ダイヤ改正により路線バスへの乗り継ぎが改善するため、町 

外へ移動しやすくなる。 

● その反面、町の大半の地域では、午後、巡回バスがないため、 

タクシー等今までとは違う交通手段での移動が必要になる。 

● 巡回バスがなくなるため、町内で移動する場合には、自動車に 

よる送迎、タクシーでの移動が必要になる。 

● ダイヤ改正により路線バスへの乗り継ぎが改善するため、町外へ移動しやすくなる。 

● その反面、町の大半の地域では、午後、巡回バスがないため、タクシー等今までとは 

違う交通手段での移動が必要になる。 

利
用

者
に

対
す

る
影

響
 

高齢者 ● 成人と同じような状況になる。 
● 町内において、行きたい場所、行きたい時間に移動することが 

できる。 

● 町内において、行きたい場所、行きたい時間に移動することができる。 

● また、西コースにおいては、巡回バスも運行されているので、状況に応じて、２つの 

手段（巡回バスとデマンド交通）を選択することができる。 

○ △ ◎ 路線バスとの 

乗り継ぎ 

の容易さ 
● 朝の時間帯においては、各コースとも路線バスに乗り継ぎし 

やすいため 

● 高齢者以外は、巡回バスがなくなるため、現況よりは移動しづ 

らい状況になるため 

● 巡回バスは、 朝の時間帯においては、 各コースとも路線バスに乗り継ぎしやすいため。 

高齢者は、デマンド交通を利用して路線バスを利用することできるため 

△ △ ◎ 需要の質 ※２ に 

対するサービスの適 

正さ ● 高齢者は、午後の帰宅時に、巡回バスが利用できないため 
● 高齢者以外の利用者、特に小学生は巡回バスを利用できないた 

め 

● 巡回バス利用の小学生は、帰宅時も運行本数が増えるため、利用しやすくなる 

● 高齢者は、デマンド交通で、自宅からドアＴＯドアで移動できる 

○ ◎ △ 

評
価

 ※
１

 

運営側 （町・事業者） 

の負担状況 
● 運行本数の削減により、現況により経費は削減できる 

● 需要が発生（予約）が生じた場合のみに運行するので、定期的 

な間隔で運行している巡回バスよりは、運行経費の負担は軽減 

される 

● 巡回バスの運行経費は削減されるものの、 デマンド交通を運行するため、運行経費は 

高くなる可能性がある 

※ 運行経費削減のためには、巡回バスを朝と午後のみの、通学利用バスとして、限定 

することも必要（その場合には、町内の全小学校での運行を視野） 

案の特徴 

● 小学生帰宅時の利便性向上 

● 利用者増加のための乗り継ぎの利便性向上 

※ 料金による利用者増加の策は、路線バスで実施【免許返納 

者に対する優待証の発行】 

● 高齢者及び身障者の移動の利便性向上 

（ドアＴＯドアでの移動が可能） 

● 小学生帰宅時の利便性向上 

● 利用者増加のための乗り継ぎの利便性向上 

● 高齢者及び身障者の移動の利便性向上 

※ 案１と案２の両方の内容 

比較検証結果 － － 
案１と案２と比べると、 運行経費が増える可能性があるが、 路線バスとの乗り継ぎになり、 

需要の質に対して、 適正なサービスの提供が可能となるため、 最も優良な案と考えられる。 

※１：評価の内容 ◎ 非常に優れている ○ 優れている △ 問題がある 

※２：巡回バスでは、小学生と高齢者の利用者が多いため、その２つの種類の利用者に着目し、評価


